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概　　　要

　本論では，『生徒指導提要』及び学習指導要領等を用いて，生徒指導及び教育相談の関係性を分析した上で，それらの
関係性から，組織としての教育力を高める教職員の連携のあり方について検討した．その結果，生徒指導は全ての教育活
動で行われること，教育相談は主に教育課程外で実施する「個人性」「個別性」の特徴をもつ生徒指導であること，教育
相談は勤務校園に在籍していない子どもやその保護者などもその対象としていること，等を示した．また，生徒指導及び
教育相談の関係を図示し，生徒指導に関する教職員の意識を向上させるための校務分掌上の方策，養護教諭・スクールカ
ウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の「個人性」「個別性」の特徴をもつ生徒指導を担当し得る教職員を増員す
る有効性を示した．最後に，今後の課題として，組織全体としての教育力を推定し得る指標の検討・開発と，教育現場に
おける事例を用いた実証的な検証の必要性を指摘した．

1 . 緒　　　言

　本研究の目的は，生徒指導と教育相談の関係性を整
理し明示することにより，教職員における連携のあり
方の検討に資する基礎資料を作成することである．
　近年，児童生徒を取り巻く環境の問題が複雑に絡み
合うことにより，いじめ，不登校，暴力行為，非行と
いった問題行動や，精神疾患などメンタルヘルスに関
する問題が多様化していると指摘されている1，2）．この
ような児童生徒の心の問題をケアするために，臨床心
理の専門家であるスクールカウンセラー（SC）の導入
が1995年度から進められ，現在では，全国の公立中学
校に配置されるに至っている．また，2008年度から，
福祉の専門的な知識・技術を有するスクールソーシャ

ルワーカー（SSW）を活用する事業が展開されてお
り，多様な専門性を有する人材が，教育現場に必要と
されるようになってきた．
　一方，教諭及び養護教諭においては従来からの役割
に加え，社会状況や児童生徒の変化に伴って新たな役
割が求められてきた．2008年には「学校保健法」の一
部が改正され，「学校保健安全法」と改題された．この
中で，新たに養護教諭や学級担任等が行う健康相談が
規定されるとともに，保健指導が明確に位置付けられ，
多様化する児童生徒の心身の健康問題の解決に向け
て，養護教諭やその他の教職員がともに連携して指導
や助言を行うこととされた3，4）．
　このような状況の中，2014年 7 月には，これからの
学校教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方
について，文部科学大臣から中央教育審議会に対する
諮問が為された．検討する際の 1 つの視点として，「教
員が専門職として教育活動に専念できるよう，例えば
教員と事務職員の役割分担を見直し改善することや，
心理や福祉などの多様な専門性や経験を有するスタッ
フの学校への配置等により，教員と教員以外の者がそ
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れぞれ専門性を連携して発揮し学校組織全体の総合力
を一層高めていくための方策をどのように考えるか」
が示されている．異なる専門性をもつ教職員が一体と
なり，組織として学校全体の教育力を高めるという視
点をもつことが，従来以上に求められてきていると言
えよう．
　効果的な教育体制の具体的な姿は，校種や学校の規
模，教職員の構成，地域の実情等によって異なる可能
性があるが，体制を構築する上で重要となる共通事項
は存在すると考えられる．その教育体制の基盤を検討
する上で，生徒指導及び教育相談という観点は不可欠
と言えよう．しかし，学習指導要領等にそれらに関す
る記述は見られるものの，これまで，「小学校段階から
高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の
指導方法等について，時代の変化に即して網羅的にま
とめた基本書が存在せず，生徒指導の組織的・体系的
な取組が必ずしも十分に進んで」おらず，生徒指導及
び教育相談の関係性について，十分整理されていると
は言えないのが実情である5）．
　そこで本論では，生徒指導及び教育相談の関係性に
ついて整理し，生徒指導及び教育相談の効果を高める
連携のあり方について考察する．具体的には，まず，
教育相談を学校に導入した際の問題点を確認すること
により，教育に求められる機能と教職員の特徴とを論
理的に考察することの有益性を示す．次に，近年まと
められた『生徒指導提要』及び学習指導要領等の内容
を分析し，生徒指導及び教育相談の関係性を整理する．
最後に，それらの関係性から，組織としての教育力を
高める教職員の連携のあり方について検討する．

2 . 学校における教育相談の展開

　教育相談の取り組みは，学校教育への導入時から，
その内容や対象を変化させながら発展してきた．一丸

藤太郎（2002）は，「学校教育相談の取り組みが始めら
れた初期には，熱心な教師がカウンセリングをそのま
ま学校で実践しようとするもの」であり，「教師がカウ
ンセラーになろうとするもの」であったため，「学校で
の教育実践からは遊離したものとなってしまった」と
指摘する6）．その結果，「学校という場や教師という立
場と役割を活かすことができなかったために，期待し
たような成果が得られなかったり，教師間に対立や混
乱が生じたり」して，教育相談は学校に十分定着しな
かった7）．
　このような状況が生じたのは，教育とカウンセリン
グの違いについて十分に検討されていなかったためで
あると考えられる．一丸（2002）は，教育とカウンセ
リングの主な違いを表にまとめ（表 1 ），「教育とカウ
ンセリングは，その役割，両者の関係，実践される場，
対象といったことに根本的な違い」があり，「教師とカ
ウンセラーの役割を同時に果たすことは，二重関係

（dual relationship）といわれ，遂行することは非常に
困難となる」と指摘している8）．このような両者の違
いを，教育相談の導入初期から視野に入れることがで
きていれば，教師がカウンセリングをそのまま実践し
ようとしたり，カウンセラーのようになろうとしたり
する態度を抑制することができた可能性がある．
　その後，導入当初の反省を踏まえ，「学校教育相談
は，カウンセリングではなく教育実践であり，教師は
カウンセラーではなくあくまでも教師であるという深
い認識に立ち，教育実践としての学校教育相談にカウ
ンセリングで得られた成果をどのように応用するかが
模索されるように」なった9）．また前述した通り，教
師とは異なる専門性を有する SC が，学校に配置され
るようになった．
　以上のことから，教師や SC，SSW などの異なる専
門性をもった教職員による連携のあり方を検討する際

表 1 　教育とカウンセリング

教　　　育 カウンセリング

役 割 教科を教えることによる知識の修得の援助と成績の評価．
校則違反，逸脱行動，不適切な言動の指導と処罰．

価値観にとらわれず，自由で中立的な立場から，クライエント
の自己理解とパーソナリティの成長を援助．
共感的な理解と受容．

関係の特徴
担任と生徒それぞれが選ぶ自由がなく，一定期間に限定された
関係．
学級としての集団の重視．

カウンセラーとクライエント相互の自由意思に基づく関係．
クライエント一人ひとりの重視．

場 の 特 徴 学級，校内，校外，家庭など開かれた場． 場所や時間があらかじめ合意により決められている閉じられ
た場．

対 象 大多数が心理的にほぼ健康な生徒． 種々の問題行動や不適応に陥っているクライエント．

一丸（2002）より引用．
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に，それぞれのもつ特徴や，教育において求められる
機能について，詳細に検討する有益性が指摘できる．
本論では，生徒指導及び教育相談という観点から連携
のあり方について検討するために，次に生徒指導及び
教育相談の機能や関係性の整理を試みる．

3 . 学習指導要領等の内容

⑴　生徒指導に関する内容
　幼稚園から高等学校までの教育要領・学習指導要領
における「生徒指導」及び「教育相談」の用語の使用
状況を整理したものが，表 2 ・表 3 である．分析の対

表 2 　学習指導要領等における「生徒指導」の用語の使用状況

使　用　箇　所　及　び　内　容
幼稚園

教育要領 ・用語の使用なし．

小学校
学習指導要領

【第 1 章　総則】「第 4 　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」 2 - ⑶
「日ごろから学級経営の充実を図り，教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を
深め，生徒指導の充実を図ること．」

【第 6 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 2 - ⑵
「〔学級活動〕については，…．また，学級経営の充実を図り，個々の児童についての理解を深め，児童との信頼関係を基
礎に指導を行うとともに，生徒指導との関連を図るようにすること．」

中学校
学習指導要領

【第 1 章　総則】「第 4 　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」 2 - ⑶
「教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め，生徒が自主的に判断，行動し
積極的に自己を生かしていくことができるよう，生徒指導の充実を図ること．」

【第 5 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 1 - ⑵
「生徒指導の機能を十分に生かすとともに，教育相談（進路相談を含む．）についても，生徒の家庭との連絡を密にし，適
切に実施できるようにすること．」

【第 5 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 2 - ⑵
「〔学級活動〕については，…．また，個々の生徒についての理解を深め，生徒との信頼関係を基礎に指導を行うとともに，
生徒指導との関連を図るようにすること．」

高等学校
学習指導要領

【第 1 章　総則】「第 5 款　教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」 5 - ⑶
「教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め，生徒が主体的に判断，行動し
積極的に自己を生かしていくことができるよう，生徒指導の充実を図ること．」

【第 5 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 1 - ⑵
「生徒指導の機能を十分に生かすとともに，教育相談（進路相談を含む．）についても，生徒の家庭との連絡を密にし，適
切に実施できるようにすること．」

【第 5 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 2 - ⑵
「〔ホームルーム活動〕及び〔生徒会活動〕については，…．また，〔ホームルーム活動〕については，個々の生徒について
の理解を深め，生徒との信頼関係を基礎に指導を行うとともに，生徒指導との関連を図るようにすること．」

特別支援学校
幼稚部

教育要領
・用語の使用なし．

特別支援学校
小学部・中学部
学習指導要領

【第 1 章　総則】「第 2 節　教育課程の編成」―「第 4  指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」⑸
「教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童生徒理解を深め，生徒指導の充実
を図ること．また，中学部においては，生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう，校内の組織
体制を整備し，教師間の相互の連携を図りながら，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行うこと．そ
の際，家庭及び地域や福祉，労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図ること．」

特別支援学校
高等部

学習指導要領

【第 1 章 　総則】「第 2 節　教育課程の編成」―「第 4 款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」―「 5  教育
課程の実施等に当たって配慮すべき事項」⑸
「教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め，生徒が主体的に判断，行動し
積極的に自己を生かしていくことができるよう，生徒指導の充実を図ること．」

【第 2 章　各教科】「第 1 節　視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援
学校」―「第 5 款　理学療法」―「第 3 　各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」 1 - ⑵
「臨床実習を行うに当たっては，実習施設との連絡調整の下に指導計画を綿密に作成するとともに，生徒指導に十分留意す
ること．」

※「生徒指導」の用語には，下線を付した．
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象とした資料は，『幼稚園教育要領』『小学校学習指導
要領』『中学校学習指導要領』『高等学校学習指導要領』
『特別支援学校幼稚部教育要領』『特別支援学校小学
部・中学部学習指導要領』『特別支援学校高等部学習指
導要領』である（以下，順に『小学校要領』『中学校要
領』『高等学校要領』『幼稚部要領』『小学部・中学部要
領』『高等部要領』と略して記す）10）～16）．
　特別支援学校における教育について示された『幼稚
部要領』『小学部・中学部要領』『高等部要領』に示さ
れている 5 領域・各教科・道徳・外国語活動・総合的
な学習の時間・特別活動については，障害の種類によ
る別，及び障害の状態や特性等による配慮の必要性が
示されているものの，基本的には『幼稚園要領』『小学

校要領』『中学校要領』『高等学校要領』の内容に準ず
るものとされている．そのため，表 2 ・表 3 の『幼稚
園要領』『小学校要領』『中学校要領』『高等学校要領』
の欄に記載した「特別活動」の内容については，『幼稚
部要領』『小学部・中学部要領』『高等部要領』におい
ても示されているとされることに留意する必要がある．
　『小学校要領』『中学校要領』『高等学校要領』『小学
部・中学部要領』『高等部要領』では，「総則」の章に
おいて，「生徒指導」について触れられている．「総則」
では，いずれも，教師と児童生徒及び児童生徒相互の
好ましい人間関係を育てるとともに，児童生徒への理
解を深め，生徒指導の充実を図る重要性について示さ
れている．

表 3 　学習指導要領等における「教育相談」の用語の使用状況

使　用　箇　所　及　び　内　容
幼稚園

教育要領 ・用語の使用なし．

小学校
学習指導要領 ・用語の使用なし．

中学校
学習指導要領

【第 5 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 1 - ⑵
「生徒指導の機能を十分に生かすとともに，教育相談（進路相談を含む．）についても，生徒の家庭との連絡を密にし，適
切に実施できるようにすること．」

高等学校
学習指導要領

【第 5 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 1 - ⑵
「生徒指導の機能を十分に生かすとともに，教育相談（進路相談を含む．）についても，生徒の家庭との連絡を密にし，適
切に実施できるようにすること．」

特別支援学校
幼稚部

教育要領

【第 3 章　指導計画の作成に当たっての留意事項】「第 2 　特に留意する事項」 6
「幼稚部の運営に当たっては，幼稚園等の要請により，障害のある幼児又は当該幼児の教育を担当する教師等に対して必要
な助言又は援助を行ったり，地域の実態や家庭の要請等により障害のある乳幼児又はその保護者に対して早期からの教育相
談を行ったりするなど，各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割
を果たすよう努めること．その際，学校として組織的に取り組むよう校内体制を整備するとともに，他の特別支援学校や地
域の幼稚園等との連携を図ること．」

【第 3 章　指導計画の作成に当たっての留意事項】「第 2 　特に留意する事項」 7 - ⑴
「視覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては，早期からの教育相談との関連を図り，幼児が聴覚，
触覚及び保有する視覚などを十分に活用して周囲の状況を把握し，活発な活動が展開できるようにすること．また，身の回
りの具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて基礎的な概念の形成を図るようにすること．」

【第 3 章　指導計画の作成に当たっての留意事項】「第 2 　特に留意する事項」 7 - ⑵
「聴覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては，早期からの教育相談との関連を図り，保有する聴覚
や視覚的な情報などを十分に活用して言葉の習得と概念の形成を図る指導を進めること．また，言葉を用いて人とのかかわ
りを深めたり，日常生活に必要な知識を広げたりする態度や習慣を育てること．」

特別支援学校
小学部・中学部
学習指導要領

【第 1 章　総則】「第 2 節　教育課程の編成」―「第 4 　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」 2 - ⒃
「小学校又は中学校等の要請により，障害のある児童，生徒又は当該児童若しくは生徒の教育を担当する教師等に対して必
要な助言又は援助を行ったり，地域の実態や家庭の要請等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど，各学校の
教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること．その
際，学校として組織的に取り組むことができるよう校内体制を整備するとともに，他の特別支援学校や地域の小学校又は中
学校等との連携を図ること．」

特別支援学校
高等部

学習指導要領

【第 1 章　総則】「第 2 節　教育課程の編成」―「第 4 款　教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」―「 5 　教
育課程の実施等に当たって配慮すべき事項」⒅
「高等学校等の要請により，障害のある生徒又は当該生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を行った
り，地域の実態や家庭の要請等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど，各学校の教師の専門性や施設・設備
を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること．その際，学校として組織的に取り
組むことができるよう校内体制を整備するとともに，他の特別支援学校や地域の高等学校等との連携を図ること．」

※「教育相談」の用語には，下線を付した．
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　『中学校要領』『高等学校要領』では，「特別活動」
における指導計画作成上の配慮事項として，生徒指導
の機能を十分に生かすことと，生徒の家庭との連絡を
密にする必要性が示されている注1）．また，内容の取扱
いに関する配慮事項として，学級活動あるいはホーム
ルーム活動と生徒指導との関連を図る重要性について
示されている．後者の内容の取扱いに関する配慮事項
については，『小学校要領』にも記載されている．
　他方，『高等部要領』では，「各教科」の視覚障害者
である生徒に対する教育を行う理学療法の臨床実習に
関する記述に，「生徒指導」の用語が使用されている．
これは，実習時間の 3 分の 2 以上を病院又は診療所に
おいて行うこととなる当該の臨床実習が，校外での医
療機関などにおける実習となるためであり，綿密な指
導計画作成のための実習施設との連絡調整，及び生徒
の健康管理や生徒指導が必要となるためである17）．
　なお，『幼稚園要領』『幼稚部要領』においては，「生
徒指導」の用語は使用されていない注2）．
⑵　教育相談に関する内容
　「生徒指導」については，幼稚園・特別支援学校幼
稚部を除く全ての学校種において，「総則」の中で同様
の内容が記載されている．しかし，「教育相談」につい
ては，『小学部・中学部要領』『高等部要領』のみ「総
則」の中でその用語が使用されている．『中学校要領』
『高等学校要領』では「特別活動」について記した章
において，『幼稚部要領』では「指導計画の作成に当た
っての留意事項」について記した章において，「教育相
談」について示されている．なお，『幼稚園要領』『小
学校要領』には，「教育相談」の用語は使用されていな
い．
　『小学部・中学部要領』『高等部要領』の「総則」に
おいて示されている内容は，『特別支援学校学習指導要
領解説　総則等編（幼稚部・小学部・中学部）』及び
『特別支援学校学習指導要領解説　総則等編（高等
部）』に改定の要点として示されている通り，2006（平
成18）年に学校教育法が一部改正され，地域における
特別支援教育に関するセンターとしての役割が強化さ
れたことに伴うものである18，19）．具体的には，地域の
乳幼児やその保護者，保育所，幼稚園，小・中学校，
高等学校等に在籍する障害のある乳幼児・児童生徒や
その保護者，担当教師等への支援に関する内容である．
　この地域における特別支援教育のセンターとしての
役割は，『幼稚部要領』においては「総則」ではなく，
「指導計画の作成に当たっての留意事項」に示されて

いる．特に，「障害のある乳幼児については，早期にそ
の障害を発見し，できる限り早期から教育的対応を行
うことが，乳幼児の障害の状態の改善・克服や望まし
い成長・発達を促すために必要である」ため，『幼稚部
要領』には，乳幼児やその保護者に対して行う「早期
からの教育相談」について示されている20）．加えて，
『幼稚部要領』においては，視覚障害者あるいは聴覚
障害者である幼児に関する留意事項として，早期から
の教育相談との関連を図った効果的な活動や指導の推
進を求めている．
　『中学校要領』『高等学校要領』では，「特別活動」
の指導計画の作成に関して，「…，教育相談（進路相談
を含む．）についても，生徒の家庭との連絡を密にし，
適切に実施できるようにすること」と示されている．
『中学校学習指導要領　特別活動編』『高等学校学習指
導要領　特別活動編』を確認すると，「教育相談」は，
個別指導の代表的・中心的なものであり，「一人一人の
生徒の教育上の問題について，本人又はその親などに，
その望ましい在り方を助言すること」であると述べら
れている．さらに，「教育相談」は，様々な文脈の中
で，①学習効果を高めるためのもの（個別指導の中心
的なものである教育相談が十分に行われることによ
り，集団場面の学習成果が個別に生かされて生徒一人
一人のものとなる），②個々の生徒についての理解を深
め，信頼関係を構築するためのもの（放課後の教育相
談を行うなどして，個別の場面との関連を図った学級
活動及び指導を行うことができるようにする），③一人
一人の状況や問題に対応するためのもの（進路指導，
適応指導，生徒会活動における悩みや問題への対応
等），④進路相談及び学習効果を高めるための家庭への
連絡及び保護者等への助言等，の 4 つの意味内容を示
す用語として使用されている．前述した通り，これら
の内容は，特別支援学校においても準用されるもので
ある．
　『小学校要領』には，「教育相談」の用語が用いられ
ていないが，『小学校学習指導要領解説　特別活動編』
には， 1 箇所にだけその使用が見られる注3）．具体的に
は，特別活動の充実に資する学年・学級経営を工夫す
る上での留意事項として，「特別活動の指導の全体を通
して，教師と児童及び児童相互が温かい人間関係と信
頼感で支えられるよう教育相談的な指導観を教師個々
がもつことが大切である．特に，児童の活動意欲を十
分に受け入れ，児童が自主的に活動を展開していくよ
う活動の具体的な場面において支援することが大切で
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ある」（下線部筆者）と示されている21）．これは，上記
②③の意味内容として捉えることが可能である．
　ここまで見てきた通り，学習指導要領等において「教
育相談」の用語は，個別指導や個への理解・配慮等と
関連して用いられていた．またその対象とする範囲は，
教師の勤務する学校に通う幼児・児童生徒とその保護
者だけでなく，地域の乳幼児・児童生徒・保護者や他
校の担当教師等をも含んでいる．「教育相談」の用語
が，特別支援学校に関する要領に多く用いられている
のは，障害児の実態に即した活動や指導，家庭との協
力や，地域における特別支援教育のセンターとしての
役割が求められているためであると言えよう．

4 . 『生徒指導提要』における位置付け

⑴　生徒指導の内容
　2010年に，「生徒指導の実践に際し教員間や学校間で
共通理解を図り，小学校段階から高等学校段階までの
組織的・体系的な生徒指導を進めることができるよ
う，生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書」と
して，取りまとめられたものが『生徒指導提要』であ
る22）．本節では，この『生徒指導提要』23）に記されてい
る記述について分析するが，特に断りのない場合，引
用は全て当該著書からのものである．
　この『生徒指導提要』において，生徒指導は，「一人
一人の児童生徒の人格を尊重し，個性の伸長を図りな
がら，社会的資質や行動力を高めることを目指して行
われる教育活動」であると示されている．また，生徒
指導は，「すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよ
き発達を目指すとともに，学校生活がすべての児童生
徒にとって有意義で興味深く，充実したものになるこ
とを目指」すものであり，「学校の教育目標を達成する
上で重要な機能を果たすものであり，学習指導と並ん
で学校教育において重要な意義を持つもの」と説明さ
れている．
　生徒指導は，上記に加え，「将来において社会的に自
己実現ができるような資質・態度を形成していくため
の指導・援助であり，個々の児童生徒の自己指導能力
の育成を目指すもの」であるため，日々の教育活動に
おいて特に留意することとして，「①児童生徒に自己存
在感を与えること，②共感的な人間関係を育成するこ
と，③自己決定の場を与え自己の可能性の開発を援助
すること」の 3 点が挙げられている．
⑵　教育相談の内容と生徒指導との関係
　『生徒指導提要』では，教育相談について第 5 章の

全てを用いて説明されている．教育相談は，「児童生徒
それぞれの発達に即して，好ましい人間関係を育て，
生活によく適応させ，自己理解を深めさせ，人格の成
長への援助を図るもの」と示されている．同様の箇所
において，生徒指導は，「一人一人の児童生徒の人格を
尊重し，個性の伸長を図りながら，社会的資質や行動
力を高めることを目指して行われる教育活動」と示さ
れており，両者の共通性は高いと言えよう．
　教育相談と生徒指導の相違点として，「教育相談は主
に個に焦点を当て，面接や演習を通して個の内面の変
容を図ろうとするのに対して，生徒指導は主に集団に
焦点を当て，行事や特別活動などにおいて，集団とし
ての成果や変容を目指し，結果として個の変容に至る
ところ」が指摘されている．そして，「教育相談と生徒
指導は重なるところも多くありますが，教育相談は，
生徒指導の一環として位置付けられるものであり，そ
の中心的な役割を担うもの」との説明が為されている．
教育相談と生徒指導の関係性については，第 1 章にお
いても触れられており，「特に現在，様々な心身の悩み
や問題を抱えた児童生徒が増加していることから，生
徒指導の機能である教育相談的機能を十分活かすこと
はますます重要視される必要」があると述べられてい
る．
　これらのことから，教育相談は生徒指導の一環とし
て位置付けられるものであり，生徒指導は集団に対す
る意識や集団教育の要素が強く，教育相談は個に対す
る意識や個別援助の要素が強いものであると言える．
また，近年の悩みや問題を抱えた児童生徒の増加から，
生徒指導の中でも，特に教育相談が重視されてきてい
る状況を指摘することができる．
⑶　教育課程との関係
　『生徒指導提要』においては，生徒指導は自己指導
力の育成を目指すものであり，教育課程の内外のあら
ゆる場や機会において生徒指導を行う必要性が示され
ている．具体的には，生徒指導は，「特定の教科等だけ
で行われるものではなく，教育課程のすべての領域に
おいて機能することが求められ」るものであると示さ
れている．教育課程外の生徒指導としては，「休み時間
や放課後に行われる個別的な指導や，学業の不振な児
童生徒のための補充指導，随時の教育相談など」を例
に挙げ，その重要性が指摘されている．
　他方，「教育課程」の特徴として，「多数の児童生徒
を対象として，一定の期間に，一定の資質や能力を育
成しようとすることから，どうしても共通性が求めら
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れ」ることを挙げている．そして，教育課程のもつ「共
通性」に伴う問題点への教育課程内における対応とし
て，少人数指導やティームティーチング，個別の学習
計画を与えるプログラム学習など「個別化や個性化に
対応した指導体制や指導方法」の工夫を挙げている．
しかし，「それが形式的なものにとどまっていたので
は，その実は上がりません」と述べ，「個々の児童生徒
の能力，適性，進路などについての見通し」や「個々
の児童生徒についての正しい理解」がなければ，適切
な選択や十分な成果を上げることができないと，「個別
化」「個性化」に対応する必要性を指摘している．
　このような見通しを立てたり，児童生徒への理解を
深めたりすることは，「教育課程の展開としての学習指
導の機能というよりは，むしろそれに付随して必要と
される指導上配慮すべきこと」であり，「教育課程の実
施において果たす生徒指導の重要な役割であり，機能
の一つ」であるとされている．すなわち，休み時間や
放課後などにおいて個別に行われる，随時の指導や教
育相談などの教育課程外における生徒指導は，「教育課
程の一つの特色ともいうべき，組織性や形式性などの
性格を補う役割を果たすもの」であり，「このような教
育課程外の場における生徒指導を重視することは，全
人的な人間形成のためにも非常に大切なこと」である
と位置づけられているのである．

5 . 総合的考察

　ここまで，学習指導要領等及び『生徒指導提要』を
用いて，生徒指導と教育相談の位置付け及びその関係
性について検討してきた．これまでの分析・考察をま
とめると，少なくとも次の点を指摘することができる．
①　生徒指導は教育課程内外の全ての教育活動で行わ

れるものである．
②　教育相談は生徒指導の一環として位置付けられる．
③　生徒指導の中には，主に教育課程内で実施する「集

団性」「共通性」「組織性」「形式性」の特徴をもつも
のと，主に教育課程外で実施する「個人性」「独自
性」「個別性」「実態性」の特徴をもつものとがある．

④　教育相談は，「個人性」「独自性」「個別性」「実態
性」の特徴をもつ生徒指導であり，様々な心身の悩
みや問題を抱えた児童生徒が増加している現在，よ
り重要視されるようになってきている．

⑤　教育相談は，勤務校園に在籍する幼児・児童・生
徒とその保護者だけでなく，他校園及び地域の乳幼
児・児童生徒やその保護者，担当教師等をもその対

象に含んでいる．
　上記の内容をもとに，生徒指導と教育相談の関係性
について図示したものが，図 1 である注4）．相対的に，
集団指導及び教育課程を配置した図の左側が「集団性」
「共通性」「組織性」「形式性」の特徴が強く，個別指
導及び教育相談を配置した図の右側が「個人性」「独自
性」「個別性」「実態性」の特徴が強い領域を示してい
る．なお，集団指導と個別指導の重複部分については，
集団指導の場面における個への配慮を示している24）．
　一丸（2002）は，子どもを監督，指導する父性的機
能と，子どもに共感し受容する母性的機能という概念
を用いて，生徒指導と学校教育相談には，それら両方
の機能が必要であると述べている25）．また，生徒指導
では主に父性的機能が，学校教育相談では主に母性的
機能が重要となるとしている．このような観点から考
えれば，図の全ての領域に置いて両方の機能が必要と
なるが，図の左側が父性的機能が強く求められる領域，
右側が母性的機能が強く求められる領域と言えよう．
　教職員による連携のあり方を検討する際には，その
領域に求められる機能と，教職員の個性やそれぞれの
職務のもつ特徴を考慮し，校務分掌との関連を図る必
要がある．例えば一般的には，養護教諭や SC，SSW
は右側の領域の生徒指導を担当するのに適しており，
教育課程に基づき集団指導を実施する担任や教科担当
者は左側の領域の生徒指導を担当するのに適している
と言える．なお，一人一人の教職員は，図の一部のみ

集団性
共通性
組織性
形式性

個人性
独自性
個別性
実態性

教育課程

勤務校園の幼児・児童・
生徒に対する生徒指導

教育相談

集団指導 個別指導

図 1 　生徒指導と教育相談の関係性
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を担当するというのではなく，濃淡の差はあるものの
全ての領域の生徒指導に参加しているという意識をも
つことが肝要である．
　様々な心身の悩みや問題を抱えた児童生徒への対応
の強化を図るためには，図の右側の領域に関する生徒
指導を活発にすることが有効となろう．子どもの言動
や態度は，図のどの領域の活動であるか，あるいはど
の領域を主に担当する教職員との活動であるかによっ
て変化するため，教職員の担当する教育活動によって
得られる子どもの情報が異なってくる．教育課程から
距離をおくことができる SC や SSW 等の職員が学校
に増員されることは，現在では入手しにくい児童生徒
の情報の取得に繋がる可能性がある．それらの情報を
適切に教職員で共有することができれば，子どもへの
理解は深まり，実施される生徒指導及び教育相談の効
果が相乗的に高まっていくと考えられる．しかしなが
ら，実際には教職員間での情報共有が円滑に進んでい
ない実態も報告されており26），生徒指導全体を俯瞰し，
円滑な情報共有を推進する役割が重要となると言えよ
う．
　そのためには，校務分掌上，生徒指導及び教育相談
において異なる責任者を複数配置する方策が有効と考
えられる．図 2 は『生徒指導提要』に記されている校
務分掌図27）の一部を用いて作成したものであるが，図
中のＡ・Ｂ・Ｃに異なる責任者・担当者を配置するこ
とにより，担当する領域が明確になる．Ｂは図 1 の左
側の領域を主に担当し，Ｃは右側の領域を主に担当す
る．そしてＡが，教育課程内外の様々な生徒指導全体

を視野に入れて，組織全体としての教育力の向上を図
ったり，ＢとＣを担当する教職員の連携を促進したり
する役割である．
　このような異なる担当者の配置により，他の教職員
の意識変化も期待できよう．「生徒指導」の概念や機
能，組織全体の教育力に対する意識を向上させるため
に，ＡとＢを異なる名称とすることも考えられる．具
体的には，Ｂを「生徒指導」とは異なる名称とすれば，
「生徒指導」は教育課程内外のあらゆる場や機会にお
いて自己指導力の育成を目指すものであり，一丸の指
摘する父性的機能（図 2 のＢ）と母性的機能（図 2 の
Ｃ）の両者が必要あることが明確となる．
　また，養護教諭の活動の範囲を拡大させることも考
えられる．保健室において来訪する子どもを待つだけ
でなく，養護教諭が子どもの元へアウトリーチするこ
とも考えられよう．養護教諭のもつ特徴は，教育活動
の向上に関して様々な可能性をもつと言える．しかし
ながら，担う役割が増加すると，教育課程外の対応を
求め保健室を来訪する子どもへの対応に支障をきたし
たり，養護教諭がもつ特徴が拡散・変質したりしてし
まう可能性もある．養護教諭が活躍し組織全体の教育
力を向上させるためにも，養護教諭の複数配置の促進
や，授業等で養護教諭が保健室を離れる際の体制づく
り，養護教諭の職務の焦点化や役割分担による負担の
分散等，組織的に支援していくことが求められよう．
　本論では，生徒指導と教育相談の観点から『生徒指
導提要』及び学習指導要領等の内容を分析し，その関
係性を考察した．また，分析及び考察の結果を用いて
両者の関係性を図示し，組織全体の教育力を高める連
携のあり方について検討した．今後，組織全体として
の教育力を推定し得る指標の検討・開発と，教育現場
における事例を用いた実証的な検証が求められよう．

6 . 注
注 1 ） 『小学部・中学部要領』『高等部要領』の「特別活動」に

関する内容は，前述した通りそれぞれの学校種に準ずる
ものとされている．

注 2 ） 『幼稚園教育要領解説』（文部科学省，2009）及び『特別
支援学校学習指導要領解説　総則等編（幼稚部・小学
部・中学部）』（文部科学省，2009）の「幼稚部教育要領
解説」部分においても，「生徒指導」の用語は使用されて
いない．

注 3 ） 『幼稚園教育要領解説』には，「教育相談」の用語は使用
されていない．

注 4 ） 「生徒指導」に関しては，『幼稚園要領』『幼稚部要領』に
おいて適用される概念かどうかは議論の分かれるところ

『生徒指導提要』（2010）記載の図を基に作成．

庶務・事務部
教務部

生徒指導部

進路指導部
保健部
学校給食部
地域協働学校事業部
特別支援教育部
教科会
連絡協議会
各種委員会

生徒指導
生徒会活動
教育相談
環境美化
部活動

A

B

C

図 2 　校務分掌組織図の例（中学校）の一部
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であろう．しかし，「生徒指導」の一環として考えられる
「教育相談」が，『幼稚部要領』において乳幼児をも対象
としていること，及び『生徒指導提要』において「生徒
指導をめぐる多様な問題状況を受けて，幼稚園・小学
校・中学校・高等学校すべての学校種を通しての規範意
識の醸成をめざす生徒指導体制の在り方と児童生徒の実
態に即した実践可能な方策を構築していくことが，どの
学校においても必要不可欠な課題となっています」と記
されていることから，幼稚園においても「生徒指導」の
概念が適用されると考え，図中では「勤務校園」として
いる．
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